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①指定ごみ袋で出すごみ

　燃やせる、燃やせない、燃えないごみ

②ごみ処理券で出すごみ

　粗大ごみ
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ごみ分別カレンダーで確認してください。

※粗大ごみ処理券は、金額が品目別に異なりますので、必

ず受付センターで確認してから購入してください。
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①資源物（びん・缶・ペットボトル・新聞・雑誌・ダ

　ンボール・牛乳パック）

②危険ごみ

　（水銀成分を含む、蛍光管、電池、血圧計など）

　透明・半透明・レジ袋で出してください。

��������	
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①カラスネットを使用する　

　（カラスネットの購入補助制度を活用ください）

②中身が見えないように出す　（色付の袋を内袋とし

　て使用するか、新聞紙で包んでください）

　※ただし、外袋（指定ごみ袋）全体が見えなくなる

　ような状態では収集しません。

��������	
��������

①１０月からごみステーションの位置が移動する箇所が

　ありますので、予め町内会に確認してください。

②ごみステーションは使用している方々で管理するこ

　とになっています。違反ごみが出されたときは地域

　で責任を持って処分してください。

��������	�
���

����������������������	
��������������������	
������������

����������	�
�����������������	�
�������

��������	
���������������������������	
�������������������

��������	
���������������������������	
�������������������

��������������

��������	�
��������������������������	�
������������������

���������	
����������������	
������� 指定ごみ袋は10～40�までの
４種類です。
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　こんなときは、以前にお配りした「ごみ分別収集ガ

イドブック」や「ごみ分別辞典」を見てみよう！
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　ガイドブックのＰ６～１２又は分別辞典
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　ガイドブックのＰ１３～１９
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　ガイドブックのＰ２２～２４
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　ガイドブックのＰ２０

　最近、有料化を前

に多くの家庭が不

用品を整理するな

ど、大量のごみが出

される状況が続い

ています。

　特に、粗大ごみが

大幅に増え、粗大ご

みを収集する火曜日は大変な状況になっています。

　このため、収集時間が遅くなって皆様にご迷惑をお

かけしています。町としても収集車輌を増やすなど

の対応をしていますが、予測を上回る量のごみが出さ

れ、苦慮しています。

　ごみ収集を円滑にするため、��������	
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�����　
　午前９時～午後４時（土・日・祝日は除く）
���������	


①住所、氏名、電話番号
②収集を依頼する粗大ごみの品目

���������	
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　地域ボランティアなどで清掃したごみやステーショ

ンに出されたルール違反のごみはしっかりと分別をし

た状態であれば、公共ごみとして無料で処理します。

その場合、分別したごみは市販の透明又は半透明のご

み袋などに入れて公共ごみシールを貼り、ごみステー

ションに出してください。

　公共ごみシールは、予め町内会に配布しますので、

地域で活用してください。ボランティア団体による清

掃の場合は、役場環境対策係で公共ごみシールを配布

します。
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃えない
ごみ資源物
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�燃やせるごみ：113％　�燃やせないごみ：118％

�燃えないごみ：121％　�粗大ごみ：302％
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使用料は有料となります

ただし、次の火葬の場合は、無料となります。

・当別町民または、当別町民が出産した胎児

・当別から町外老人施設入所などのため住所を移した方

��������	

　町民が他市町村の火葬場利用時には、使用料の一

部（6,500円）を交付していましたが、１０月１日から

は、遠隔地での死亡などの理由で当別町の火葬場利

用が困難な場合に限り交付します。
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　粗大ごみは、戸別収集になります。

　電話でのお申し込み後にごみ処理券を購入して

ください。

ごみ、火葬場使用料に関する問い合わせは、環境対策課環境対策係（�23－2503）へ。
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����　協働の施策として４月からコミュニティバスが運行

　開始しました。乗客数は順調ですが、まだまだ多くの改善す

　べき点はあると思っています。

　　バスに乗って、街なみを見て、気が付いたことなどをお聞

　かせください。

�����　運行開始の頃は乗り継ぎが不便な印象がありまし

　たが、実際に利用するとそれ程不便では無いですね、ただ、　

　時刻表が見づらいといった声をよく耳にしますね。

����　バス定期券を持っていますが、時間が合わないこと

　などから、あまり利用はしていませんでした。

　　JRとバスとの乗継時間は高齢者や体の不自由な人には、

　10分くらいの時間の余裕があったほうがいいですね。

����　バスは、病院に行くときによく利用していますが、

　田園風景やスウェーデンヒルズの街なみを見ることが出来、

　気持ちよく体にもいいですね。自転車が使えない季節には、

　路線をもっと工夫すると利用者が増えると思います。

　　こうしてバスでまちを眺めると、駅前大通の整備の様子が

　良くわかり、だんだんと街なみが良くなって来ていますね。

�����当別小学校前に虹の橋ができて便利になりました。

　　先日、橋の上から川を覗いたら、魚を見かけました。川が

　もっときれいになって、魚がたくさん泳ぐようになるとまち

　に潤いが生まれて来ますね。

����　パンケ川は、このまちの 郷愁 を誘いますね。昔は川
きょうしゅう

　に入って遊んだり、泳いで遊ぶ子どももたくさんいました。

　　手ぬぐいを持って川魚を取った記憶もあります。水の量が

　もっと流れるようになれば川もきれいになり、魚も増えると

　思います。
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�����
�（緑町）

町内で永年に亘り 
司法書士事務所を開業
・藍授褒章受章
・勲五等瑞宝章受章
・町政功労者

������
�（春日町）

・元当別町助役
・町政功労者

�����
�（栄町）

・元農業委員会事務局長
・町政功労者

������
�（幸町）

・元当別町赤十字奉仕団委員長
・紺授褒章受章
・勲五等瑞宝章受章
・町政功労者

　   　、当別では協働の取り組みを進めており、コミュニテイバスや赤れん
が倉庫をはじめとした、新たな施策がスタートしています。
　7月27日（水）、様々な場面で当別に貢献をして来られた町政功労者4名の
方と泉亭町長がコミュニティバスに乗って町内を散策しました。
　車窓からまちを眺め、長い間当別を見続けて来られた視点でご意見を
お聴きしました。
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　来春のオープンを目指し、当別

駅前れんが倉庫「当別赤れんが６

号」の整備工事が今月から着工し

ます。昭和１７年に建設され、農協

の農業用倉庫（床面積約540㎡）と

して長く利用されてきたれんが造

りの建物を町が購入し、住民が集

うことができる施設に整備するた

め日本宝くじ協会の全額助成（約

8,700万円）を受けて行います。

　工事完了予定の来年２月までの

期間、施設周辺の皆さんにご迷惑

をおかけしますが、ご理解、ご協

力をお願いします。

���　商工課（�23－3129）

���������

　コンサート、演劇、カラオケ、
講演会、パーティーや懇親会な
ど、様々なイベントが催せます。
（約150人収容）

��������

　当別の食材を使った軽食を楽
しめ、キッズコーナーもあり、お
子さん連れでも気軽に利用でき
ます。

��������	
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　物販、展示会、作品展など、皆
さんのアイデアしだいで楽しい
空間を作ることができます。

��������	

　姉妹都市レクサンド市で使わ
れている釜で焼いたパンを賞味
できます。

���

　楽器練習や控え室、打合せ室
として利用できます。

��������	
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�����当別駅前の昔の賑わいをもう一度と考えて、倉庫に多くの人々が
　集い、憩いの空間となるようにと、この倉庫の活用について住民の皆さんの意
　見を取り入れながら計画づくりを行っています。
����　「このまちの人々が、動くときの拠点であった駅前に来ても、今は
　お茶を飲む場所も無いね」と、よく友達と話していました。少しの間でも
　休憩できる場所があると嬉しいですね。
����　私も、駅前に人々が集える場所があると人と人との心が繋がり、
　まちが賑やかになって行くのではないかと思います。
����　駅前に賑わいを創出できそうですね。文化ホールや公民館の代替
　施設として期待できる、面白い施設として活用できそうで、私は楽しみに
　しています。
�����まちで最近変わったこと、昔と変わらないものは何でしょうか？
����　バスの窓から見える農村風景は変わりませんが、以前は、当別の
　土地や建物の売買や色々な手続きは地元の司法書士に依頼する人が多かっ
　たのですが、最近は町外の不動産会社が多く手がけるようになりました。
　　新しい人の住宅も増えてきているので、このまちで様々なお仕事に携わ
　る方がたくさん住まわれると良いですね。
�����子どもの頃の馬車や軌道が走っていた頃から考えると交通は便利に
　なりました。移動は車が中心ですが、年をとるとバスは多くの友人と気軽に
　出かけられますね。昔は青山の頭首工でよくお花見をしましたが、これから
　はバスを利用して、自然に触れ合える青山に行ってみたいですね。
�����　乗車1時間程度でしたが、こんなに短い時間で当別のまちを見
　てまわることが出来るとは思わなかった。
　楽しみが一つ増えた感じです。町内の観
　光ができるバスが出来ると面白いかも。
����　これからも当別に住んでいる人
　が、楽しい暮らしを送れるようなまちづく
　りを進めて欲しいですね。
�����本日はありがとうございました。
　今後も様々な事についてご指導ください。
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れんが倉庫の活用を説明
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例2）同居の80歳の父親が、最近家の中

でも足が弱ってふらついています。

このままでは寝たきりになるのではと心配です。

例1）最近物忘れの多くなってきた一人

暮らしの母親が、訪問販売で高い買い

物をしているようで心配です。悪質な訪問販売

の被害にあわないようにしたいのですが。

　家に閉じこもっていることで、生活の

不活発な状況がみられました。そこで、

定期的に外出し運動することが大切であること

から、通所のサービスを利用するため、介護認定

を受けることをお勧めしました。

　今では、週2回楽しみに町内のデイサービスセ

ンターへ通い、歩き方がしっかりして自宅の庭に

も出られるようになりました。

　「成年後見制度」と「介護認定制度」を紹

介し、息子が後見人になり財産を管理でき

るようにしました。

　万が一、本人が訪問販売で高いものを買って

しまっても取り消すことができるようになりま

した。今では、ホームヘルパーの支援を受けな

がら安心して一人暮らしを続けています。

��������	


　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で暮らせるよう
「介護」「健康」「福祉」「医療」などの様々な面から総合的に支援する機関です。

��������	
�

　「高齢者にかかわる心配事」や「どこに相談したらい

いかわからない」といった悩みも、まずはご相談くだ

さい。問題について適切なサービスや機関、制度の利

用につながるようお手伝いします。

　また、高齢者の皆さんにとってより暮らしやすい地

域にするため、様々な機関とのネットワークづくりに

力を入れています。

　相談は、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー

がチームを組んで支援します。相談は無料、秘密は厳

守しますので安心してご利用ください。
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介護だけでなく、様々な制度や民間サービス、地域

事業などを利用した総合的な支援を行います。

高齢者の人権や財産を守るために適切な機関につな

げたり、消費者被害や虐待の防止のための支援を行

います。

医療機関、ボランティア団体などとの連携強化や地

域の介護支援専門員の支援を行います。

要支援1・2の人や介護が必要な状態に陥るおそれの

ある高齢者の介護予防ケアプランを作成します。
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���　ゆとろ内  
���　8時45分から17時15分　
�����　25－5152
　　　　　 （緊急時の電話相談は24時間体制）
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　「健康づくり」と言うと、皆さんはどんなイメージを

お持ちですか？「毎朝３０分歩く」「間食はしない」な

ど、普段から健康指向型の方は、胸を張っていくつか

実行されている項目が出てくるかもしれません。

　しかし、もともとあまり健康志向でない方にとっ

て、「歩くために、わざわざ３０分早く起きる」「大好き

な甘いものを食べずに過ごす」なんて、非現実的な理

想論に過ぎません。そんな目標を立てると「起きられ

ない」＝「健康づくりができない」「甘いもの食べちゃっ

た」＝「健康づくり終了」となってしまいます。

��������	
�����������

　自分ひとりで目標を立てて実行することは、それだ

けで至難のわざです。自分にあった目標を立て、実行

したからには効果だって期待したいですよね。そんな

皆さんの「ひとりひとりに合った健康づくり」を保健

師・栄養士・健康運動指導士が応援するのが、「ヘルス

アップ事業」です。

①生活習慣や食生活についての問診、血液検査や体力

　測定を行います。

②結果をもとに、何をどのように改善するかを一緒に

　検討し、達成可能な目標を立てます。

③その後３か月を期限に、月１回程度の面接を持ちな

　がら、目標の改善を繰り返し、徐々に生活改善を図

　ります。

④3か月終了後には、血液検査を実施（無料）します　

ので、効果を実感できます。

＊期間中、週2回体育館での運動指導も行い、運動継続

のためのお手伝いもしています。まずは、保健サービ

ス係（「ゆとろ」内・�23－2346）へご連絡を。

��������	
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　「体重が減り始めたころから、もしや？と思いまし

た。週3回食べていたおやつも今はほとんど食べなく

なり、コレステロールも正常値まで下がりました。こ

れからも頑張って維持したいです。」
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　運動不足が原因かと、体にあった運動を家で実施し

たいと参加。実際に食事日記を記入し、分析を行う

と、野菜不足や間食の摂りすぎを知り、3か月をかけて

徐々に改善。コレステロールも正常値まで改善しまし

た。
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開始時 1カ月後 2カ月後 3カ月後
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　「夏は農作業が忙しいから、健

康づくりなんてムリムリ」とよく

お聞きします。でも、そんな時で

も実行できることが、現実的な理

想で終わらない本当の「健康づく

り」と言えます。
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　　　　　　（8月22日）

　第41回当別町老人クラブ連合大会が総合体育館で開催
され、式典では老人クラブ功労者と高齢者健康コンクー
ル優良者表彰が行われました。
　午後から開催されたアトラクションではアコーディオ
ンとハーモニカによる懐かしい曲の演奏に合わせ、大き
な手拍子が会場に響き、交歓演芸会ではカラオケや舞踊
のほか、コミュニティバスを題材にした歌謡コントの披
露あり、ステージ上の出演者には来場者から花束やおひ
ねりが手渡され、参加した方々の笑顔がいっぱいの大会
でした。

　町では、美しく緑豊かなまちづくりを推進しようと
「大きな木コンテスト」を実施しています。蕨岱小学校
から校庭に大きな木があると言う情報が入り、立派な柳
の木を確認し、美しい景観委員会で協議した結果、「大き
な木」として認定することを決定しました。
　全校児童と地域の方が見守る中、認定証が泉●町長か
ら 講神 校長先生へ手渡され、「柳の木のようにしなやか

こうじん

にたくましく生きてほしい」とメッセージが送られまし
た。蕨岱小学校は、来年3月をもって閉校しますが、柳の
木は、シンボルとして地域を見守り続けます。
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　　　　　(8月22日）

���������	
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　　　　　　（8月22日）

　7月2日に札幌市で開催された第27回全道少年フェンシ
ング大会で、コーチであるお父さんの指導による練習の
成果を発揮し、真田玲奈さん(西当別小・6年)が小学女子
の部で優勝、真田涼太くん（同小・2年）が小学男子の部
第三位と、姉弟揃って好成績を納めました。
 　8月12・13日に京都府で開催された第19回全国少年
フェンシング大会では、涼太くんが第6位の成績、玲奈さ
んはベスト16と、ドイツで開催の世界大会の出場まであ
と一歩に迫るまで勝ち上がりました。
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　　　　　　 (8月10日）

　最近地元小中学生に対する不審な行為が増えているこ
とから、児童の安全を守る方法を身に着けようと、町内小
中学校の教師を対象に当別小学校で防犯講習会を開催。
　不審者がナイフを持って学校に押し入った想定で訓練
を行い、講師の北警察署生活第一係堀井警部補から、不
審者と対応する時の児童の避難の仕方や先生方の連携の
取り方など、実演を交えながらわかりやすい解説があり
ました。
　参加した先生は、「実際に対処するには、日頃から防犯
意識を持つ必要がある」と気を引き締めていました。
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　　　(8月14～16日）

　当別神社では、14日から16日までの3日間例大祭を実
施。15日の夜には、みこしの夜間渡御を開催し、約100人
が2時間に渡って「そいやー」「さー」と大きな掛け声を
上げながら町内を練り歩きました。前日の13日には、商
工会青年部が主催してビアパーティーが開催され、家族
や知り合いなどでテーブルを囲み楽しくビールで乾杯す
る姿が見られました。
　このほかにも、子供、大人の盆踊りなども開催され、
浴衣を着た家族連れなどが笑顔で当別の夏を楽しんでい
ました。
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　　　　（8月6日）

　年齢を重ねても安心して暮らせる町にするためにはど
のようにして行くといいかを考えようと町が主催して地
域福祉町民セミナーを開催し、76人が参加。
　講師の北星学園大学社会福祉学部大内高雄教授は、除
雪や医療など高齢者が地域で暮らす中で抱える問題を具
体的に解説し、「地域が望む福祉を進めていくには、住民
懇談会など、まちの人が福祉行政に参加することが必
要」と訴えていました。
　参加者は、「困っている人を見たら自分ができること
があれば貢献したい」と話していました。
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　　　　（7月29日）

　今年で10回目を数える「2006ふれあい夏まつり」が太
美スウェーデンプラザを会場に開催。
　町内対抗の玉入れなどのゲーム大会、地元のチームの
和太鼓演奏、ふとみ元風会などのアトラクションが、来
場者を楽しませました。
　この夏祭りは、太美地区の7町内会で構成する実行委
員会のスタッフ総勢380人の手により企画運営し、子ど
も縁日や飲食販売を手がけ、地域一体となってつくり上
げるイベントになっています。



�������������������������

��������	��

��������	
�
���������	
�

�� ������

　４月１日から児童手当の支給対象

年齢が小学６年生（１２歳到達後最初

の年度末）までに拡大され、所得

制限も緩和されました。

　本年４月分から受給するために

は、９月３０日（土）までに子育て推

進課子ども係（公務員の方は勤務

先）へ申請する必要があります。

　受給を希望される方は、忘れず

に手続きしてください。

※９月３０日は土曜日で閉庁日と

なっていますので、郵送到着分の

みの受付となります。

�������　

　子育て推進課子ども係

　（｢ゆとろ｣内・ �２３－３０２４）

��������	


　消防法改正により、４月１日か

ら再講習が義務付けられました。

���　飲食店、店舗など、収容

　人員３００人以上の防火対象物の

　防火管理者。

���　１１月１０日（金）

　午後１時３０分～午後４時３０分

���　

石狩市花川北コミュニティセンター

（石狩市花川北３条２丁目１９８番地１）

�����　

　１０月２日（月）～１０月３１日（火）

���　７０名で締め切り

���　受講料　無料

　　　　参考図書代　1,365円

��������	
��

（１０月～１２月期）

����　

　１１月１４日（火）～１１月１７日（金）

���　札幌市民防災センター講堂

�����　

　９月２２日（金）～１０月１３日（金）

��������	
�

▼講習日（いずれか１回受講）

１０月１２日（木）、１２月６日（水）

���　札幌市など

�����　受講日の１０日前まで

��������	
��

▼���　１０月２２日（日）

▼����　

　甲種、乙種（１～６類）、丙種

���　札幌市など

▼����　

　８月２９日（火）～９月７日（木）

�����
����������	
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������　代替教諭1名

����　当別幼稚園

������　

　１１月１日～平成１９年３月３１日

　月曜～金曜の８時１５分～１５時の

　内、週２９時間以内

���　月額１４８,５００円

���　幼稚園教諭２種免許以上

　の有資格者で経験がある方

�����　本人の住民票　　　

　履歴書　免許状の写し

�����　９月２５日（月）

�����　９月２７日（水）

������　管理課学校教育係

　　　　　　　（�２３－２６８９）

　１０月中旬から既設の当別橋の前

後を含む道道岩見沢石狩線の一部

が通行止めとなります。(下図)

　これに伴い、昨年完成した新し

い当別橋が開通し、路線の経路が

当別大通へと切替わりますので、

通行の際はご注意ください。
����都市計画課都市計画係

          （�２３－3198）

��������　当別消防署消防課予防係（�２３－２５３７）
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　洪水ハザードマップや避難場所な

どの防災情報が掲載された「当別町

防災マップ」が完成しました。

　各家庭の目立つ所に置き、普段か

ら災害時の行動を確認しましょう。

　複数必要な方は町のホームペー

ジにも掲載（ＰＤＦ形式）してい

ますのでダウンロードをしてご活

用ください。

���　総務課総務係（�２３－２３３０）
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　皆様の保険料が、高齢者の生活を支える年金に充て

られています。また、老後の老齢基礎年金、事故や病

気などで障害が残ったときの障害基礎年金、遺族基礎

年金の給付には、納付していることや納付の免除を受

けていることが必要ですので、保険料は、納め忘れの

ないようにしましょう。
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　平成１９年３月分までの国民年金保険料を納付書で一

括して前納する場合、割引があります。割引額は前納

する月によって異なります。納付を希望する方は、役

場国保年金係へご連絡ください。

��������　

　9月13日（水）・27日（水）

　役場1階 住民生活課国保年金係

��������	
��札幌北社会保険事務所）

　9月20日(水)10時～15時　商工会館 

����　住民生活課国保年金係（�23－2467）
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　国保全体の医療費では、被保険者一人当り年間

467,154円も使っています。医療費が増えると家計の

負担が増え、国保税の負担も増えることにつながるか

もしれません。健康な生活を送る上で必要な国保制度

を守るために、一人ひとりが医療費に関心を持つこと

が大切です。

■日頃から健康づくりを心がけましょう

■健康を守るパートナー「かかりつけ医」をもちましょう

■同じ病気で複数の医療機関への受診は避けましょう

■基本健康診査やがん検診を必ず受けましょう

（国保では、一部助成しています）

����　

（国保のこと）住民生活課国保年金係（�２３－２４６７）

（健康のこと）福祉課保健サービス係（�２３－２３４６）

　9月は国保被保険者証の更新月です。今月中旬に郵

送します。不明な点は気軽にお問い合わせください。

　当別町行財政システム再構築プラン推進委員会

を、７月２５日（火）に開催しました。

　平成１７年度末における再構築プランの推進状況に

ついての質疑応答がありました。

〔質疑内容〕

　Q．障がい者の社会参加を拡大するためのタク　

　シーの基本料金分を助成する福祉タクシー助成事

　業は、廃止予定であったが、引き続き検討するこ

　ととしたのはなぜか

　A．本来の目的から逸脱した利用が多く見られ　

　たことなどから廃止を予定していたが、４月より

　障害者自立支援法が施行され、本事業に類似し　

　た事業の実施が規定されていることから、引き　

　続き検討することにした。

��������

　　企画部企画課（�23－2393）

　町が実施している事業を、住民の視点に立った

評価・点検を行うため、住民の方々を構成員とす

る当別町政策評価委員会を７月２５日（火）に開催し

ました。

　会議では、正副委員長を選出し、今年度の政策

評価のやり方や、評価対象事業の選定方法につい

て議論しました。

　政策評価委員会委員　（敬称略）

　委員長　　江口　正尊

　副委員長　石谷　捷二

　委　　員　久保　義雄　八木和香美

　　　　　　安部　　慎　山下　義則

　　　　　　金子景次郎　宮中由香里

内容は、町ホームページでお知らせしています。

�

�������

　　企画部企画課（�２３－２３９３）
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　町では排水設備指定業者の資

格要件に「排水設備工事責任技術

者」の登録を義務付けています。

���　１１月８日（水）　１３時３０分～

����　札幌市ほか

�����　１０月に開催

����　４,０００円

����（テキスト代込）３,０００円

���　９月１日（金）～１２日（火）

�������　

上下水道課庶務係（�２３－３５４２）
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　営業所や事務所、病院、寺院など

すべての事業所が対象の調査です。

　９月下旬から各事業所に調査員

が伺いますのでご協力願います。

���　総務課総務係

　　　　（�２３－２３３０）
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「15分以上続けて歩けない」「最

近つまづきやすくなった」という

方はご参加ください。

����体力測定、足腰を鍛える

　運動、講話など

���　65歳以上（介護認定を受け

　サービス利用者以外の方）

���　10月3日(火)より全7回

���　13時30分～15時30分

���　ゆとろ(西町)

����　無料

�����　9月20日（水）

������　福祉課保健サービ

ス係（｢ゆとろ内｣・�23－2346）
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　4月1日より運行開始した「当別

町コミュニティバス」は、これまで

大変多くの方にご利用いただいて

おります。

　すでにコミバス車内でもお知ら

せしておりますが、今回、日頃の

感謝の気持ちを込めて「利用感謝

ツアー」を行うこととしました。

　ツアーコースは、旭山動物園・登

別温泉の2種類を予定しておりま

す。たくさんの応募をお待ちして

おります。

��������

�����旭山動物園　10月14日（土）

�����登別温泉　　10月21日（土）

・以下、各コース共通

��　8：30～17：00　役場発着

��　15組（2名1組：30名様）

　目的地までは貸切バスでの移動

����　お一人様1,000円（昼食代）

�����　9月18日（月・祝）

������

①コミバス内に置いてある「応募

　券」の裏に、スタンプを5個集め

　てください。

　スタンプは、コミバス降車時に、

　運転手から押してもらえるので

　声を掛けてください。

②5個集めたら、「応募券」にお名　

前・ご住所・電話番号を記入し、　

希望コースに○をつけてコミバ　

スの運賃箱へ投函してください。

☆応募券が無くなり次第終了とい

　たします。

☆当選者には別途ご連絡致します。

☆応募は当別町民に限ります。

����

　当別町コミュニティバス運行事業者

　連絡会議事務局

　（役場企画課内・�23－3042）
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　札幌市、当別町など道央都市圏の

７市３町では、都市交通計画を検討

するため、北海道と札幌市が共同

で、昭和47年から概ね10年ごとに調

査を実施してきました。

　パーソントリップ調査とは、人々

が移動する際の目的、手段、行き先

などを調べることにより、交通実態

を総合的に知ろうとするものです。

　対象となったお宅には、道の委託

を受けた調査員が説明に伺います

ので、趣旨をご理解のうえご協力を

お願いします。

　調査結果は将来のまちづくりや

交通の検討資料として使用します。

　尚、ご提供いただいた個人情報は
調査目的以外使用いたしません。
▼��　９月下旬～１０月中旬
▼��　7万５千世帯（無作為抽出）
　　　　当別町440世帯
▼������　道央都市圏
　パーソントリップ調査実施本部
　（�０１２０－940－180）
ＵＲＬ　http://www.douou-pt.jp
▼����　北海道建設部
　まちづくり局都市計画課
���　町都市計画課都市計画係

　　　　（�２３－3198）
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　８月１日受け付け分から北海道の

精神障害者保健福祉手帳のカバーは

身体障害者手帳や療育手帳と同じに

なり、写真が必要となりました。

　旧手帳は、有効期限まで使用でき

ますが、新手帳に変更したい場合

は、お問い合わせください。

�������　

　福祉課福祉係（�２３－3019）

　平成19年１月7日（日）に開催

の当別町成人式を企画・運営する

成人式実行委員を募集します。　

���　来年成人式を迎える方 

　（町内在住で昭和61年4月2日～

　昭和62年4月1日生まれ）

������9月29日（金）

�������　町教委社会教育課

　（「総合体育館」内・�22－3834）

�������
���������

�� ��

���　18歳未満の子どもの　

　ことば、発達の遅れなど

▼��　１０月24日（火）　

　時間は諸事情を考慮し決定します。

（授業中の場合もあります。）

���　ゆとろ（西町）

����　北海道中央児童相談

　所の児童福祉司と心理判定員

������10月6日(金)

������　

　子育て推進課子育て支援係

　（「ゆとろ」内・�25－2658）

�����
��������

�� ��

　専門の相談員の無料相談です。

秘密は厳守されますので、安心し

てご利用ください。

▼��　１０月５日（木）13時～16時

▼��　ゆとろ（西町）

�����　町顧問弁護士の相談

�����（行政要望・意見など）

　委員　平出理三郎さん

�������（生活・悩み相談）

　専門委員　二ノ宮�精さん

�����（家庭・近所のもめごと）

　委員　林朋子さん

������契約トラブルなど)

　相談員　椛澤チヅ子さん

����広報広聴係（�２３－3069）
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1．セーフティコール
2．高齢者交通安全教室
3．通学児童・生徒へ交通安全の　
  呼びかけなど、統一行動日に　
合わせて町内で実施します。

�������������

+126072� �

-121�����

+3481115�����

�������������
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▼小山久光さんから１０万円
▼山田ミサヲさんから１０万円
▼木村陽一さんから１０万円
▼松田愿正さんから１０万円
▼向井浩二さんから５万円
▼長谷川行美さんから５万円
▼本多静雄さんから５万円
▼坂井賢藏さんから５万円
▼袴田義男さんから３万円
▼当別町日赤奉仕団から雑巾５０枚
��������	
��

▼舘田梅子さんから５万円
��������	

�セイコーマートくぼより8,554円
▼ピーターパンより5,764円

▼当別郵便局より9,626円

���������������	
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　８月9日 で 監

査委員の任期

を満了となっ

た鹿野信一氏

の後任として、

米口氏が監査

委員に選任さ

れました。米口氏は、平成12年4

月から平成15年3月まで商工会会

長を務められたほか、平成15年か

らは、当別・レクサンド都市交流

協会会長を務められています。

　選任にあたり「公平公正に職務

をまっとうしたい」と述べられま

した。

　任期は8月10日から4年間です。

��������	
��

　町では人材育成基金を活用し、高

校生の短期留学研修を支援します。

����　アメリカ合衆国カリフォ

　ルニア州ロサンゼルス郊外（予定）

����　当別町に１年以上在住の

　高校生で来年6月中旬に開催の、

　町とレクサンド市との「姉妹都市

　交流20周年記念事業」に参加して

　いただける方（2～3名）

���　参加費の1/2を町が補助

　(パスポート取得等は私費で負担)

����12月下旬～20日間程度

�����　

9月11日（月）～9月25日（月）

　( 申込書は9月1日から配布します）

���　企画課企画振興係　

　担当　石原・三浦（�２３－３０４２）

��������	


　宝くじ事業収入で地域を活性化
させる目的に助成を行っている、
�自治総合センターの事業を活用
し太美南町内会が花壇の造成と整
備を、獅子内町内会が太鼓の購入
を行いました。

��������	
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��������毎月第2・第4木曜日 19時30分まで
����　納税課納税係　（�２3－２341） ���　上下水道課業務係　（�２2－２41１）

����������	
���������

見た目にはわかりにくい漏水も、ちょっとした注意で発見できます
●心当たりがないのに、急に水道の使用量が増えた時
●閉めている蛇口から「シュー」という水の流れるような音がする時
各家庭（建物の外壁）に付いている水道メータの検針盤の数値を日頃
から注意することにより、早期の漏水の発見につながります。漏水を
発見したときは、すぐに町の指定給水装置工事事業者に連絡を。

���������	
����������������������������������������������
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　家庭、職場で交通安全意識を高

めましょう
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�����

��  10��������������������
��  事前に福祉係（�23－3019）まで。

�������（毎月第2・４木曜日)〔２４時間受付   090－2070－5082〕

�� ������������	
��
�� ���町社会福祉協議会（�22－2301）

町政功労者逝去

No.335

町の顧問弁護士が相談に応じます

�������

���������	
��
しょういち

平成１８年８月１４日逝去（８２歳）

昭和５９年町政功労者賞受賞

���　農業委員会委員として

昭和５０年から昭和６２年まで１２年

間に亘り町政発展のために寄与

されました。

受付期間応募資格募集種目

9/8～9/29高卒（見込）21歳未満防衛大学校生

9/8～9/29高卒（見込）24歳未満看護学生

随　時18歳～27歳未満2等陸・海・空士(男子)

江別地域事務所 �011-383-8955
町住民生活課 　�23-3209
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必要

１２日 火　１３：００～１５：００　歯プラ
「むし歯予防の話＆ティータイム」
２０日 水　１３：００～１５：30　ゆとろ
「お悩み解決！安産コース」

���������	
��������� 対象者へ

個別通知

4日 月　ゆとろ
受付１３：００～１４：００

���������

���

1日 金　ゆとろ
受付１３：００～１４：００

�����

������

必要４０歳以上の方
右記町内医療機関にて受診������

�
�
�
�
�
�
��
��
��
�

必要
保健師や栄養士が相談に応じます。
 ７日 木 9：３０～１１：３０　西コミ
２0日 水 9：３０～１１：３０　ゆとろ

����

必要
健康チェック日　　12日火
健康プラン相談会　15日金
９：３０～１１：３０　総合体育館

��������

必要
脳卒中、神経難病などにより、
体や言葉に不自由さがある方
13日 水　１０：３０～１４：３０　ゆとろ

������

必要
外出機会の少ない高齢者対象
14日 木　１０：００～１２：００　ゆとろ

���

必要
外出機会の少ない高齢者対象
29日 金　１０：３０～１４：３０　西コミ

�������

�個別接種は下記医療機関にて接種ください。
�持ち物　母子健康手帳。
�事前に予防接種ガイドブックを読みましょう。

������福祉課保健サービス係（「ゆとろ」内・�２３－２３４６） 

������　心の悩みについて専門医が相談
　　　　　　　  22日金　１３：３０～１６：００　江別保健所
�������  江別保健所（�０１１－３８３－２１１１）

� � �　　　お酒で悩んでいる方とその家族
　　　　　　　  毎月第１・第３月曜日　
　　　　　　　  １８：００～２１：００　ゆとろ
���������日中は江別保健所（�０１１－３８３－２１１１）
　　　　　　　  夜間は工藤（�２２－２５１０）

�����������

生後６カ月
未満

４日月　ゆとろ
１４：００～１４：３０

ＢＣＧ

� � � � � �

������
場所時間日にち内　容場所時間日にち内　容
西コミ 9：30～5日（木）健康相談ゆとろ13：00～2日(月)4か月・10か月児健診/ＢＣＧ 

ゆとろ13：30～10日（火）転倒予防講座ゆとろ13：30～3日(火)転倒予防教室

ゆとろ10：00～12日（木）友遊会ゆとろ10：30～4日(水)リハビリ教室
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� � � � 予防接種実施

��������������������������������������������������������������������������������										
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ボランティアの 窓
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みちこ

��������	���

　最近増えている乳がん。好発年齢は４０～５０歳代

と、家庭や職場で頼りにされ、つい自分の事を後回

しにしてしまう年代に多いがんです。あなたは大丈

夫ですか？ 

　町に検診車が来て、下記の日程で子宮がん・乳がん

検診を実施します。２年に１回受診ください。昨年

受けていない方は、この機会に、ぜひ検診を受けま

しょう。

������　

����������������	�
�

　　こっこ家の食事で
　　当たりが出たら
��������	
��

平日　　　11：00～14：00
土・日・祝　11：00～16：00
※定休日（月：祝祭日の場合は翌日）

��������	
� ��������	�

〒０６１－０２０１　石狩郡当別町青山77番地 ������������

内

受付時間日　程会　場
8時45分～11時
12時45分～14時

10月20日（金）ゆとろ

8時45分～11時
（午前のみの実施）

10月25日（水）
西当別
コミセン

料金
対象検診項目

一般町国民健康
保険の方

1,600円
700円

800円
350円

20歳～
必要者

子宮ガン　（頸部）
検診　　　（体部）

2,000円

1,700円

※①1,000円

※②  850円
40歳～
2年に1回

乳がん検診
（視触診とマンモグラフィー）

※①マンモグラフィー 2方向（40～49歳）

※②マンモグラフィー 1方向（50歳～）

婦人科超音波検査をご希望の方は、ご相談ください。

生活保護を受けている方は、無料です。

����

　託児をご希望の方は、お申し込み時にご相談ください。

��������

　福祉課保健サービス係

（「ゆとろ」内・�23－2346）へお申し込みください。
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��　 ９月１９日（火）　　
�����　①下段モータース、10時～12時
　　　　　　②堀江病院、12時30分～13時30分
　　　　　　③北石狩農協西当別支所、15時～16時
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〒０６１－０２０１　石狩郡当別町青山77番地 ������������
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まなみ

�����������
まさき

　

　ソフトボールをやってみようと

思ったきっかけは、新入生対象の部

活紹介で先輩たちの姿を見て自分も

やってみたいと思ったからです。

　最初は、ほとんどの選手が初心者

で、ルールもわからなく、キャッチ

ボールもできないような状態でした

が、１年、２年と基本練習を重ねるに

つれ、ルールも覚え、次第にプレーも

上達していきました。

　試合では、チームワークが大切で

す。お互いに声を出して連携する必

要があるので、日頃の練習からしっ

かり声を出すように心掛けていま

す。

　このチームは、ほかのチームに比

らべて体が小さい選手が多いのです

が、練習量では、どこの学校にも負

けません。

　

　全道大会では、強豪校が揃ってい

るので、チャレンジする気持ちで戦

い、是非、全国大会に出場したかっ

たのですが、結果は準決勝で敗退し

3位でした。

　このチームで試合をすることが最

後だと思うと、もっと試合をしたい

と感じましたが、チーム一丸となり

頑張った結果なので悔いはありませ

ん。

　全国大会出場の夢は、後輩が受け

継いでくれると信じています。

　毎試合、多くの人から大きな応援

の声を頂き、選手として心強く感じ

ていました。父母が試合のあとにジ

ンギスカンをしてくれたことも、と

ても嬉しい思い出です。

　地域の方々には、コーチやサポー

ターとしてチームを盛り上げていた

だいています。森本さん（獅子内）

のご好意で冬季間はビニールハウス

を借りて実戦練習をすることができ

ています。地域の方や父母、学校関

係の方の支えがあり、ソフトボール

部が活躍できることに感謝していま

す。（顧問　渡辺先生）
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　8月22日に蕨岱小学校の校庭にあるシロ

ヤナギが当別町の「大きな木」に認定され

た時の１コマです。

　あいにくの曇り空でしたが、児童たちが

大きな木の下で元気一杯の笑顔を見せてく

れました。
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